
苦情受付への対応（令和７年４月～６月） 

 

 

社会福祉法人春風寮は、社会福祉法第 82 条及びこれに係る法令等に基づき、実施

する福祉サービス及び事業等に関する苦情に適切に対応するため、必要な事項を定め、

適切に対応するよう努めております。 

１ 対象施設・事業所 

法人が経営する次に掲げる施設・事業所を対象とします。 

（１） 児童養護施設「春風寮」 

（２） 地域小規模児童養護施設「さくらの家」 

（３） 地域小規模児童養護施設「しおかぜ」 

（４）児童家庭支援センター「はるかぜ」 

（５）相談支援センター「あおぞら」 

（６）里親支援センター「ここまる」 

２ 苦情解決の体制 

 苦情解決の責任主体を明確にするとともに、苦情の申し出のしやすい環境を整える

ため、次に掲げる苦情解決体制を整備します。 

（１）苦情受付担当者 

  ア 利用者からの苦情受付 

  イ 苦情の内容、苦情申出人の意向の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及び改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告等 

（２）苦情解決責任者 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情申出人との苦情解決に向けての話し合い 

 ウ 苦情申し立て事項の解決方策への対応等 

（３）第三者委員 

  ア 利用者からの苦情の直接受け付け 

  イ 苦情申出人、苦情受付担当者又は苦情解決責任者への助言 

  ウ 苦情解決を円滑・円満に図るための対応等 

施 設 ・ 事 業 所 名 
苦情受付 
担 当 者 

苦情解決 
責 任 者 

第三者委員 

児童養護施設 春風寮 杉本雅紀 

石川 順 
福田幸夫 

髙松浩美 

地域小規模児童養護施設 さくらの家 高野陽香 

地域小規模児童養護施設 しおかぜ 大内大樹 

児童家庭支援センター はるかぜ 服部純也 

 相談支援センター あおぞら  八木尚子 

里親支援センター ここまる 福田順子 

 



３ 苦情受付対応状況 （令和７年４月１日～令和７年６月 30 日） 

（１） 児童養護施設 春風寮  

内    容 対    応 

なし  

  

（２） 地域小規模児童養護施設 さくらの家  

内    容 対    応 

なし  

  

（３） 地域小規模児童養護施設 しおかぜ  

内    容 対    応 

なし  

  

（４）児童家庭支援センター はるかぜ                

内    容 対    応 

なし  

 

（５）相談支援センター あおぞら                 

内   容 対    応 

なし  

 

（６）里親支援センター ここまる               

内   容 対    応 

なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



苦情受付への対応（令和７年７月～９月） 

 

 

社会福祉法人春風寮は、社会福祉法第 82 条及びこれに係る法令等に基づき、実施

する福祉サービス及び事業等に関する苦情に適切に対応するため、必要な事項を定め、

適切に対応するよう努めております。 

１ 対象施設・事業所 

法人が経営する次に掲げる施設・事業所を対象とします。 

（１） 児童養護施設「春風寮」 

（２） 地域小規模児童養護施設「さくらの家」 

（３） 地域小規模児童養護施設「しおかぜ」 

（４）児童家庭支援センター「はるかぜ」 

（５）相談支援センター「あおぞら」 

（６）里親支援センター「ここまる」 

２ 苦情解決の体制 

 苦情解決の責任主体を明確にするとともに、苦情の申し出のしやすい環境を整える

ため、次に掲げる苦情解決体制を整備します。 

（１）苦情受付担当者 

  ア 利用者からの苦情受付 

  イ 苦情の内容、苦情申出人の意向の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及び改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告等 

（２）苦情解決責任者 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情申出人との苦情解決に向けての話し合い 

 ウ 苦情申し立て事項の解決方策への対応等 

（３）第三者委員 

  ア 利用者からの苦情の直接受け付け 

  イ 苦情申出人、苦情受付担当者又は苦情解決責任者への助言 

  ウ 苦情解決を円滑・円満に図るための対応等 

施 設 ・ 事 業 所 名 
苦情受付 
担 当 者 

苦情解決 
責 任 者 

第三者委員 

児童養護施設 春風寮 杉本雅紀 

石川 順 
福田幸夫 

髙松浩美 

地域小規模児童養護施設 さくらの家 高野陽香 

地域小規模児童養護施設 しおかぜ 大内大樹 

児童家庭支援センター はるかぜ 服部純也 

 相談支援センター あおぞら  八木尚子 

里親支援センター ここまる 福田順子 

 



３ 苦情受付対応状況 （令和７年７月１日～令和７年９月 30 日） 

（１）児童養護施設 春風寮  

内    容 対    応 

なし  

  

（２）地域小規模児童養護施設 さくらの家  

内    容 対    応 

なし  

  

（３）地域小規模児童養護施設 しおかぜ  

内    容 対    応 

なし  

  

（４）児童家庭支援センター はるかぜ                

内    容 対    応 

なし  

 

（５）相談支援センター あおぞら                 

内   容 対    応 

なし  

 

（６）里親支援センター ここまる               

内   容 対    応 

なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



苦情受付への対応（令和７年 10 月～12 月） 

 

 

社会福祉法人春風寮は、社会福祉法第 82 条及びこれに係る法令等に基づき、実施

する福祉サービス及び事業等に関する苦情に適切に対応するため、必要な事項を定め、

適切に対応するよう努めております。 

１ 対象施設・事業所 

法人が経営する次に掲げる施設・事業所を対象とします。 

（４） 児童養護施設「春風寮」 

（５） 地域小規模児童養護施設「さくらの家」 

（６） 地域小規模児童養護施設「しおかぜ」 

（４）児童家庭支援センター「はるかぜ」 

（５）相談支援センター「あおぞら」 

（６）里親支援センター「ここまる」 

２ 苦情解決の体制 

 苦情解決の責任主体を明確にするとともに、苦情の申し出のしやすい環境を整える

ため、次に掲げる苦情解決体制を整備します。 

（１）苦情受付担当者 

  ア 利用者からの苦情受付 

  イ 苦情の内容、苦情申出人の意向の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及び改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告等 

（２）苦情解決責任者 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情申出人との苦情解決に向けての話し合い 

 ウ 苦情申し立て事項の解決方策への対応等 

（３）第三者委員 

  ア 利用者からの苦情の直接受け付け 

  イ 苦情申出人、苦情受付担当者又は苦情解決責任者への助言 

  ウ 苦情解決を円滑・円満に図るための対応等 

施 設 ・ 事 業 所 名 
苦情受付 
担 当 者 

苦情解決 
責 任 者 

第三者委員 

児童養護施設 春風寮 杉本雅紀 

石川 順 
福田幸夫 

髙松浩美 

地域小規模児童養護施設 さくらの家 高野陽香 

地域小規模児童養護施設 しおかぜ 大内大樹 

児童家庭支援センター はるかぜ 服部純也 

 相談支援センター あおぞら  八木尚子 

里親支援センター ここまる 福田順子 

 



３ 苦情受付対応状況 （令和７年 10 月１日～令和７年 12 月 31 日） 

（１）児童養護施設 春風寮  

内    容 対    応 

なし  

  

（２）地域小規模児童養護施設 さくらの家  

内    容 対    応 

なし  

  

（３）地域小規模児童養護施設 しおかぜ  

内    容 対    応 

なし  

  

（４）児童家庭支援センター はるかぜ                

内    容 対    応 

なし  

 

（５）相談支援センター あおぞら                 

内   容 対    応 

なし  

 

（６）里親支援センター ここまる               

内   容 対    応 

なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


